
1．要 旨

我が国では，肺癌検診は，胸部単純X線検査という安
価で広く普及した機器を用いて行われてきた．しかしそ
の結果は満足すべきものではなく，いろいろな批判を浴
びてきた．これは現行の肺癌検診が結核検診という古い
制度を活用している，というシステム上の危うさに起因
するところが大きい．またがん検診は，老人保健法に基
づく国の予算措置のある事業から，一般財源化後市町村

の事業として位置づけられたことにより，精度管理は名
ばかりのものとなり，各地で大変な状況となっている．
今回現状の肺癌検診の精度管理を分析するとともに，そ
の将来性の方向について言及する．

2．肺癌検診の危うい基盤

まず肺癌検診の歴史的な側面を考慮する．我が国では，
「肺」の検診として，胸部単純X線検査を用いた結核検診
が結核予防法の元に広く行われてきた．1987 年老人保健
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事業第 2次計画において，肺癌検診は全国的に導入され
たものの，当時の厚生省保健福祉部長通達により，結核
予防法に基づく定期健康診査で撮影された胸部X線
フィルムを用いる形となった．1 結核予防法においては，
定期健康診断に用いる胸部X線フィルムの条件や読影
基準は設けられていなかったため，老人保健事業導入に
先駆けて日本肺癌学会集団検診委員会において撮影条件
や読影条件を定めた「肺癌集団検診の手引き」が作成さ
れた．2 しかし，この時点では先駆的に肺癌検診を実施し
ていた地域の立場が考慮されたこともあり，厳しい条件
を設けることよりも，比較的緩やかな条件が設けられた．
この条件は過去 3回の規約改定の中で，いろいろな変更
がなされているものの，基本的には乳癌マンモグラ
フィーのような高いハードルではない．特に読影に関し
ては，医師であること以外の条件はなく，肺癌を 1例も
目にしたことがない医師たちの参入をも可能にしてい
る．また，この「肺癌集団検診の手引き」によれば，日
本肺癌学会会員および市町村担当者は，検診実施団体担
当者は理解しているものの，特に医療機関個別方式の場
合すべての医療機関が「手引き」を遵守しているとは思
えないし，群市区医師会で精度管理委員会などを設けて
画質管理などを実施しているところは少数，と考えられ
る．比較読影や二重読影が実際に行われているかどうか
疑問である．すなわち精度上の制約がなく従事者の自主
規制のみを頼りとした「結核検診」というあいまいな制
度の上に，肺癌検診は成り立っており，かつそれを遵守
しているかどうかを確認するすべもないところに制度上
の問題がある．

3．「肺癌検診認定技師・認定医師」の可能性

後発である乳癌検診については，関連 6学会が共同し
てNPO精度管理中央委員会を立ち上げ，全国で研修会
や認定試験を行うことで，マンモグラフィー検診に従事
する技師・医師・施設の認定を勧めてきた．この結果，
普及の速度は緩やかであっても，精度の確保された検診
が着実に普及してきている．一方先発である肺癌検診に
ついて，今後このような展開は可能であろうか？ 現実
的には不可能と言わざるを得ない．認定する団体を設立
すること自体が非常に難しい．特に日本肺癌学会自体が
編集し関連 7学会が後援した肺癌診療ガイドライン
2005 年版によれば「胸部X線写真と喀痰細胞診を用いた
肺癌集団検診により早期肺癌の発見比率は向上するが，
死亡抑制に対する効果は検証中であり，現時点では行う
よう勧めるだけの根拠が明確でない（グレードC）」とさ
れている．3 実施を推奨していない団体が，認定を行うこ
とは矛盾であり，日本肺癌学会は肺癌検診の認定学会に
はなり得ない．

また，マンモグラフィーのように普及していなかった
手法であれば，教育と認定を並行して行うことは可能で
あるが，すでに普及してしまった手法を認定する場合は，
どうしても間口を広くせざるを得なくなる．これでは認
定試験制度を設けること自体意味のあるものとはならな
い可能性がある．

4．現実的な対応策

現実的な対応として，まずは検診の従事者および国民
に向けて「肺癌検診の正しい方法」とは何かを示し，正
しい方法を用いなければ肺癌検診としては実施できな
い，という仕組みを構築する必要がある．
①検診精度の情報公開

宮城県ではすでに情報公開の手法を用い，肺癌検診の
精度向上に努めている．佐川らの報告によれば，県の成
人病検診管理指導協議会が市町村名を県のホームページ
上で公開することを前提に，各市町村の検診精度指標を
収集することで，基準を満たさない市町村数が大幅に減
少したことを明らかにしている．4 この方法は予算のか
からない現代的な方法であるが，その実施にあたっては，
ホームページを閲覧する一般人にもわかりやすいプレゼ
ンテーション形式が必要であること，精度管理とはいっ
てもがん発見率や要精検率などの具体的な指標に対して
の数値目標の設定が必要であること，受診者数の少ない
町村ではバラツキが大きくなりやすいこと，などの検討
課題が残されている．
②都道府県成人病（生活習慣病）検診管理指導協議会の

機能強化

がん検診が一般財源化されるまでは，都道府県におい
てがん検診の精度管理を統括する成人病検診管理指導協
議会の運営に対して国からの予算がついていた．しかし
一般財源化ののち，予算不足もあり，協議会の開催さえ
されていない都道府県もある．がん検診の実施主体が市
町村とはいえ，市町村にはがん検診の精度を評価するだ
けの技術も知識もなく，自らの事業の善し悪しや成果を
判断することができないまま，毎年スケジュールをこな
しているにとどまっている．都道府県という単位になれ
ば，専門家を収集することができ，はじめて精度分析が
可能になる．また協議会を単に実施するだけではなく，
市町村別あるいは検診実施団体別の集計を実施し，問題
のある市町村・検診団体への指導を実施することが必要
である．さらに協議会自体も広く公開され，市町村や市
民の傍聴を許可することで，議論の緊張感が高まること
が期待できる．これらのことにより，実施主体である市
町村および検診実施団体も自らの検診の問題点を知るこ
とができ，改善を図ることができる．
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③市町村と検診実施団体の契約条件への検診精度の導入

現在市町村の事業は原則一般競争入札であり，何より
もコストを下げることが重視されており，がん検診もそ
の動きの中にある．検診実施団体選定の条件に，精度は
重要視されるべきものでありながらも，契約条件（仕様
書）の中に，精度の必要条件などが明記されている訳で
はなく，コストや処理能力などわかりやすいもののみが，
記載されていることが多い．現場で検診に従事する保健
師や事務担当者が，財政担当者と協議するにしても，こ
れでは資料不足と言わざるを得ない．第 3次対がん総合
戦略研究事業「標準的検診法と精度管理や医療経済効果
に関する研究」班（主任研究者 斎藤 博）では，各種
がん検診に関する標準的ながん検診仕様書を作成中であ
り，この普及が期待される．

5．まとめ

現行の肺癌検診は，そのシステム上精度管理を実施し

にくい状況にある．結核予防法廃止に伴い，肺癌検診は
独自のシステムを構築するべきタイミングにある．今後
情報公開のテクニックをうまく活用し，精度管理が重要
であることを国民に広く知らしめ，緊張感のある検診が
実施されることを期待する．
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